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当
研
究
所
で
は
、
平
成
一
七
年
度
（
二
〇
〇
五
）
よ
り
社
会
福
祉
法
人
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
東
京
感
化
院
時
代
の
史
料
の
翻

刻
公
開
を
開
始
し
た
。
本
号
は
そ
の
一
五
冊
目
に
当
た
る
。
過
去
一
四
冊
に
お
い
て
は
、
第
七
号
を
除
い
て
日
誌
史
料
を
中
心
と
し

て
翻
刻
を
掲
載
し
て
き
た
が
、
前
号
に
お
い
て
日
誌
全
四
一
冊
の
翻
刻
を
完
了
し
た
。
本
号
で
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
東
京

感
化
院
の
規
則
類
を
中
心
と
し
て
翻
刻
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
二
十
年
代
ま
で
の
規
則
類
に
つ
い
て
は
、
第
七
号
に

掲
載
し
た
の
で
、
本
号
で
は
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
大
正
二
年
に
わ
た
る
時
期
の
史
料
一
一
点
を
掲
載
し
た
。 

 

本
号
の
翻
刻
・
編
集
・
版
下
作
成
は
、
筆
者
の
担
当
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
史
料
の
入
力
・
校
正
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
菅
田
理

一
（
淑
徳
大
学
非
常
勤
講
師
）
な
ら
び
に
森
田
伸
雅
（
大
正
大
学
大
学
院
研
究
生
）
の
両
氏
に
は
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。 

 〈
史
料
68
〉
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
年
五
月
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
二
四
頁
と
表
紙
、
裏
表
紙
か
ら
成
る
。
表
紙
の
裏
に
も
記
載
が

あ
る
。
内
容
は
、
①
入
院
規
則
三
二
条
（
入
院
依
頼
証
書
、
品
行
履
歴
書
の
雛
形
を
含
む
）
、
②
付
則
一
三
条
、
③
入
院
依
頼
者
の
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心
得
九
条
、
④
別
科
家
族
設
置
の
趣
意
、
⑤
東
京
感
化
院
慈
善
会
規
則
（
摘
要
）
、
⑥
東
京
感
化
院
慈
善
会
婦
人
部
規
則
（
摘
要
）
、

⑦
改
良
出
院
生
就
業
表
か
ら
成
る
。
〈
史
料
50
〉
「
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
二
十
九
年
六
月
）
」
の
改
定
版
と
み
な
さ
れ

る
。 

 〈
史
料
69
〉
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
一
年
三
月
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
二
四
頁
と
表
紙
、
裏
表
紙
か
ら
成
る
。
表
紙
の
裏
に
も
記
載
が

あ
る
。
内
容
は
、
①
入
院
規
則
三
四
条
（
入
院
依
頼
証
書
、
委
任
状
、
品
行
履
歴
書
の
雛
形
を
含
む
）
、
②
付
則
一
二
条
、
③
入
院

依
頼
者
の
心
得
九
条
、
④
別
科
家
族
設
置
の
趣
意
、
⑤
別
科
家
族
生
入
院
規
程
一
五
条
（
入
院
証
書
の
雛
形
を
含
む
）
、
⑥
東
京
感

化
院
慈
善
会
規
則
七
条
な
ら
び
に
付
則
六
条
、
⑦
東
京
感
化
院
慈
善
会
婦
人
部
規
則
（
摘
要
）
九
条
、
⑧
東
京
感
化
院
統
計
略
表
（
改

良
生
出
院
後
就
業
表
を
含
む
）
か
ら
成
る
。
〈
史
料
68
〉
「
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
年
五
月
）
」
の
改
定
版
と
み
な

さ
れ
る
史
料
で
あ
る
。 

 〈
史
料
70
〉
家
族
訓
（
草
案
）
（
明
治
三
十
一
年
五
月
二
十
三
日
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
手
書
き
史
料
で
あ
る
。
執
筆
者
は
、
そ
の
筆
跡
か
ら
高
瀬
真
卿
と
考
え
ら
れ
る
。
用
紙
は

一
三
行
ど
り
の
罫
紙
で
あ
り
、
一
行
二
五
文
字
の
升
目
が
赤
字
で
押
さ
れ
て
お
り
、
中
心
下
部
に
「
東
京
感
化
院
」
と
印
刷
さ
れ
て

い
る
。
全
五
丁
か
ら
成
る
紐
綴
じ
の
史
料
で
あ
る
。
内
容
は
、
感
化
教
本
義
八
条
、
家
族
訓
の
草
案
で
あ
り
、
明
治
三
一
年
五
月
二

三
日
の
教
部
会
議
に
諮
問
を
経
て
、
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
高
瀬
本
人
に
よ
る
多
数
の
訂
正
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。 
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〈
史
料
71
〉
家
族
訓
（
明
治
三
十
一
年
六
月
一
日
） 

 
当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
手
書
き
史
料
で
あ
る
。
記
載
者
は
、
不
明
で
あ
る
。
用
紙
は
一
三
行
ど
り
の
罫
紙
で
あ
り
、

中
心
下
部
に
「
東
京
感
化
院
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
本
文
五
丁
に
加
え
、
表
紙
と
裏
表
紙
か
ら
成
る
紐
綴
じ
の
史
料
で
あ
る
。
内

容
は
、
〈
史
料
70
〉
の
前
書
き
を
書
き
改
め
、
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 〈
史
料
72
〉
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
二
年
二
月
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
二
四
頁
と
表
紙
、
裏
表
紙
か
ら
成
る
。
表
紙
の
裏
お
よ
び
裏
表

紙
の
裏
に
も
記
載
が
あ
る
。
内
容
は
、
①
入
院
規
則
三
四
条
（
入
院
依
頼
証
書
、
委
任
状
、
品
行
履
歴
書
の
雛
形
を
含
む
）
、
②
付

則
一
二
条
、
③
入
院
依
頼
者
の
心
得
九
条
、
④
別
科
家
族
設
置
の
趣
意
、
⑤
別
科
家
族
生
入
院
規
程
一
五
条
（
入
院
証
書
の
雛
形
を

含
む
）
、
⑥
東
京
感
化
院
慈
善
会
規
則
七
条
な
ら
び
に
付
則
六
条
、
⑦
東
京
感
化
院
慈
善
会
婦
人
部
規
則
（
摘
要
）
九
条
、
⑧
東
京

感
化
院
統
計
略
表
（
改
良
退
院
後
就
業
表
を
含
む
）
か
ら
成
る
。
〈
史
料
69
〉
「
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
一
年
三
月
）
」

の
改
定
版
と
み
な
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
。 

 〈
史
料
73
〉
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
二
年
十
二
月
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
二
八
頁
（
二
八
頁
目
は
裏
表
紙
）
と
表
紙
か
ら
成
る
。
表
紙
の

裏
に
も
記
載
が
あ
る
。
内
容
は
、
①
入
院
規
則
三
四
条
（
入
院
依
頼
証
書
、
委
任
状
、
品
行
履
歴
書
の
雛
形
を
含
む
）
、
②
付
則
一

二
条
、
③
入
院
依
頼
者
の
心
得
九
条
、
④
別
科
家
族
設
置
の
趣
意
、
⑤
別
科
家
族
生
入
院
規
程
一
五
条
（
入
院
証
書
の
雛
形
を
含
む
）
、
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⑥
東
京
感
化
院
慈
善
会
規
則
七
条
な
ら
び
に
付
則
六
条
、
⑦
東
京
感
化
院
慈
善
会
婦
人
部
規
則
（
摘
要
）
九
条
、
⑧
東
京
感
化
院
統

計
略
表
（
改
良
退
院
後
就
業
表
を
含
む
）
か
ら
成
る
。
〈
史
料
72
〉
「
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
二
年
二
月
）
」
の
改

定
版
と
み
な
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
。 

 〈
史
料
74
〉
小
学
部
入
学
規
則
（
明
治
三
十
三
年
八
月
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
一
二
頁
と
表
紙
、
裏
表
紙
か
ら
成
る
。
表
紙
の
裏
お
よ
び
裏
表

紙
の
裏
に
も
そ
れ
ぞ
れ
記
載
が
あ
る
。 

 

東
京
感
化
院
で
は
、
修
身
教
の
他
に
普
通
学
の
授
業
も
実
施
し
て
い
た
が
、
規
則
類
に
そ
の
科
目
が
明
文
化
さ
れ
る
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
〈
史
料
73
〉
「
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
二
年
十
二
月
）
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
小
学
科

課
程
表
」
（
六
年
分
）
と
「
中
学
科
課
程
表
」
（
五
年
分
）
が
掲
載
さ
れ
た
。
当
史
料
に
掲
載
さ
れ
た
課
程
表
も
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一

で
あ
る
。 

 

小
学
部
設
置
の
趣
意
は
本
文
に
よ
れ
ば
、
「
公
私
立
学
校
の
小
学
生
徒
中
停
学
の
儘
遂
に
廃
学
に
至
る
者
あ
ら
ん
事
を
惜
む
の
余

り
に
出
る
も
の
に
し
て
全
く
本
院
感
化
事
業
の
一
部
と
し
て
之
を
行
は
ん
と
す
る
も
の
也
」
と
い
う
こ
と
で
、
停
学
を
命
じ
ら
れ
た

生
徒
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
部
の
建
物
に
つ
い
て
は
「
院
内
に
新
た

に
一
家
屋
を
設
け
て
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
際
に
建
築
さ
れ
、
こ
の
規
則
に
則
っ
て
小
学
部
へ
入
学
し
た
子
ど
も
た
ち

が
存
在
し
た
か
否
か
は
、
現
存
の
日
誌
史
料
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。 
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〈
史
料
75
〉
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
三
十
四
年
一
月
） 

 
当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
二
八
頁
と
表
紙
、
裏
表
紙
か
ら
成
る
。
表
紙
の
裏
に
も
記
載
が

あ
る
。
内
容
は
、
①
入
院
規
則
三
八
条
（
入
院
依
頼
証
書
（
自
費
生
・
救
養
生
）
・
委
任
状
・
品
行
履
歴
書
・
定
期
家
族
生
入
院
証

書
の
雛
形
、
小
学
科
課
程
表
、
中
学
科
課
程
表
を
含
む
）
、
②
入
院
依
頼
者
の
心
得
一
〇
条
、
③
東
京
感
化
院
慈
善
会
趣
意
書
、
規

則
八
条
、
付
則
四
条
、
④
東
京
感
化
院
統
計
略
表
（
改
良
退
院
生
就
業
表
を
含
む
）
か
ら
成
る
。
〈
史
料
73
〉
「
東
京
感
化
院
入

院
規
則
（
明
治
三
十
二
年
十
二
月
）
」
の
改
定
版
と
み
な
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
。 

 〈
史
料
76
〉
東
京
感
化
院
経
理
一
班
（
明
治
三
十
六
年
六
月
三
十
日
調
査
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る

（
１
）

。
本
文
五
〇
頁
と
表
紙
、
裏
表
紙
、
別
紙
一
枚
（
統
計
表
）
か
ら
成

る
。
内
容
は
、
①
東
京
感
化
院
沿
革
、
②
東
京
感
化
院
教
義
、
③
東
京
感
化
院
憲
章
一
八
条
、
④
組
織
（
職
制
二
三
条
、
家
族
通
則

五
七
条
）
、
⑤
教
務
状
況
、
⑥
内
訓
、
⑦
統
計
表
説
明
、
⑧
東
京
感
化
院
収
支
決
算
別
表
、
⑨
統
計
表
か
ら
成
る
。 

 

一
連
の
東
京
感
化
院
入
院
規
則
類
と
は
、
分
量
・
内
容
の
両
面
に
お
い
て
性
質
を
異
に
す
る
史
料
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
入
院
規

則
類
は
、
主
に
入
院
依
頼
者
に
対
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
当
冊
子
は
お
そ
ら
く
慈
善
会
員
、
寄
付
者
や
参
観
者

（
２
）

等
の

外
部
関
係
者
を
対
象
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
④
の
中
の
東
京
感
化
院
の
職
制
を
説
明
す
る
部
分
や
、

⑧
の
収
支
決
算
表
は
、
院
の
運
営
が
こ
れ
ら
の
規
則
を
遵
守
し
て
正
当
に
行
わ
れ
、
か
つ
資
金
管
理
が
正
し
く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
説
明
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
冊
子
は
、
新
任
職
員
に
対
し
て
仕
事
な
ら
び
に
組
織
の
概
要
を
示
す
も
の
と
し

て
も
有
用
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 
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〈
史
料
77
〉
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治
四
十
一
年
十
月
） 

 
当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
二
八
頁
と
表
紙
か
ら
成
る
。
表
紙
の
裏
に
も
記
載
が
あ
る
。
内

容
は
、
①
感
化
教
本
義
、
②
入
院
規
則
三
七
条
（
入
院
依
頼
証
書
（
自
費
生
・
救
養
生
）
・
委
任
状
・
品
行
履
歴
書
の
雛
形
、
小
学

科
課
程
表
、
中
学
科
課
程
表
を
含
む
）
、
③
入
院
依
頼
者
心
得
一
〇
条
、
④
東
京
感
化
院
慈
善
会
趣
意
書
、
規
則
摘
要
七
条
、
賛
助

会
員
勧
誘
の
主
唱
、
感
化
資
金
寄
付
手
続
、
⑤
改
良
退
院
者
就
業
表
か
ら
成
る
。
〈
史
料
75
〉
「
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明
治

三
十
四
年
一
月
）
」
の
後
継
に
当
た
る
史
料
で
あ
る
。 

 〈
史
料
78
〉
東
京
感
化
院
一
覧
（
大
正
二
年
五
月
） 

 

当
史
料
は
、
錦
華
学
院
に
所
蔵
さ
れ
る
活
字
史
料
で
あ
る
。
本
文
四
〇
頁
（
写
真
一
頁
、
図
一
頁
、
広
告
一
頁
含
む
）
と
表
紙
、

裏
表
紙
（
白
紙
）
か
ら
成
る
。 

 

明
治
四
五
年
六
月
末
に
、
高
瀬
真
卿
か
ら
佐
野
前
励
師
（
日
蓮
宗
宗
務
総
監
）
に
譲
渡
さ
れ
た
東
京
感
化
院
は
、
新
院
長
と
な
っ

た
佐
野
師
が
九
月
七
日
に
逝
去
す
る
に
当
た
り
、
日
蓮
宗
宗
務
院
の
経
営
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
神
保
弁
静
師

が
次
の
院
長
と
な
り
、
翌
大
正
二
年
二
月
に
松
森
霊
雲
師
が
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
。
す
な
わ
ち
、
当
史
料
は
、
現
存
の
史
料
と
し
て

は
、
日
蓮
宗
に
運
営
が
移
管
さ
れ
て
か
ら
最
初
の
東
京
感
化
院
規
則
と
な
る
。 

 

内
容
と
し
て
は
、
①
感
化
教
本
義
、
②
東
京
感
化
院
沿
革
、
③
写
真
（
院
長
松
森
霊
雲
、
克
化
殿
、
正
門
、
院
児
農
業
実
習
の
図
）
、

④
東
京
感
化
院
全
図
、
⑤
感
化
教
育
の
大
意
、
⑥
東
京
感
化
院
規
則
一
七
条
、
⑦
東
京
感
化
院
入
院
規
則
三
六
条
（
入
院
依
頼
証
書
・

委
任
状
・
履
歴
書
の
雛
形
を
含
む
）
、
⑧
家
族
心
得
一
二
条
、
⑨
入
院
依
頼
者
心
得
一
〇
条
、
⑩
参
観
並
面
会
心
得
八
条
、
⑪
入
院
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府
県
別
表
、
⑫
改
良
退
院
生
就
業
別
表
、
⑬
東
京
感
化
院
慈
善
会
趣
意
書
、
規
則
摘
要
七
条
、
注
意
五
条
、
⑭
村
雲
婦
人
会
入
会
の

す
す
め
、
村
雲
婦
人
会
慈
善
部
規
則
摘
要
、
雑
誌
「
村
雲
婦
人
」
広
告
か
ら
成
る
。
〈
史
料
77
〉
「
東
京
感
化
院
入
院
規
則
（
明

治
四
十
一
年
十
月
）
」
の
後
継
に
当
た
る
史
料
で
あ
る
。 

 

註 

（
１
）
な
お
、
錦
華
学
院
に
は
、
当
史
料
と
内
容
的
に
重
複
す
る
史
料
が
二
点
存
在
す
る
。
一
点
は
、
表
紙
に
「
東
京
感
化
院
沿
革
、
教
義
及
組
織
、

家
族
通
則
、
教
務
ノ
状
況
、
内
訓
、
統
計
表
」
と
記
さ
れ
、
楷
書
体
の
墨
字
で
清
書
さ
れ
た
史
料
（
全
三
二
丁
）
で
あ
る
。
〈
史
料
76
〉
に

掲
載
さ
れ
る
「
東
京
感
化
院
収
支
決
算
別
表
」
を
欠
い
て
い
る
（
長
期
保
存
の
た
め
か
）
。
も
う
一
点
は
、
〈
史
料
76
〉
の
草
稿
に
当
た
る

手
書
き
史
料
（
全
二
八
丁
）
で
あ
り
、
右
記
の
墨
書
に
比
べ
、
乱
雑
な
字
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
ち
ら
に
は
「
統
計
表
」
が

欠
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
史
料
76
〉
は
、
両
書
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
が
重
複
す
る
た
め
、
両
書
の
翻
刻
は
行
わ
な
か
っ
た
。 

（
２
）
明
治
三
四
年
一
一
月
二
四
日
分
の
日
誌
に
「
午
前
十
一
時
警
視
庁
市
ヶ
谷
監
獄
署
教
誨
師
近
藤
哲
雄
氏
来
院
、
参
観
ヲ
乞
フ
、
経
理
一
班
一

部
ヲ
与
ヘ
克
化
殿
及
ビ
教
場
等
ヲ
案
内
ス
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
（
『
東
京
感
化
院
関
係
史
料
集
(5)
』
九
〇
頁
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の

時
点
で
「
経
理
一
班
」
と
い
う
冊
子
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
同
書
の
内
容
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
当
研
究
所
主
任
研
究
員
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